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各種選挙の投票所入場券の様式が変わります

問い合わせ　周防大島町選挙管理委員会事務局　℡ 0820-74-1000

投票所入場券　表面 投票所入場券　裏面

　地方公共団体情報システムの標準化に関する法律により、全国の市区町村で投票所入場券の様式が統一さ
れ、周防大島町においては、令和８年２月８日執行の山口県知事選挙から次のように様式が変わります。

　　これまで投票所入場券の裏面には、期日前投票所の日時と場所を記載していましたが、今後は、宣誓書（兼
請求書）の様式となります。
　期日前投票所の日時と場所については、広報すおう大島や町ホームページ等でお知らせします。

◇期日前投票を行う場合
　期日前投票を行う場合は、投票所入場券「裏面」の宣誓書に「氏名・住所・生年月日」をご記入のうえ、
期日前投票所へお持ちください。

◇不在者投票を行う場合
　期日前投票を行う場合に加えて、他市区町村や指定病院等で不在者投票を行う場合は、「不在者投票の投
票用紙等の送付先・日中の連絡先・投票場所」をご記入ください。

◇選挙当日に投票を行う場合
　投票所入場券「表面」に記載してある指定投票所に、投票所入場券をお持ちください。
　※投票所入場券「裏面」の「宣誓書（兼請求書）」を記入する必要はありません。

投票所入場券の裏面が、「宣誓書（兼請求書）」になります


